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 呉 市 議 会 議 長  中  田  光  政  様  



 

   市長の専決処分事項の指定についての一部改正について 

 市長の専決処分事項の指定について（昭和４６年９月２９日議決）の一部を次の

ように改正し，議決の日から施行する。 

改正前 改正後 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項の規定により，市長において

専決処分することができる事項を次のとお

り指定する。 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項の規定により，市長において

専決処分することができる事項を次のとお

り指定する。 

なお，この件は，昭和４６年１０月１日か

ら効力を生ずるものとし，昭和３９年３月２

１日議決の市長専決処分事項は廃止する。 

なお，この件は，昭和４６年１０月１日か

ら効力を生ずるものとし，昭和３９年３月２

１日議決の市長専決処分事項は廃止する。 

(1) ～(4)  略 (1) ～(4)  略 

  (5) 法令，法令に基づく告示等（以下「法

令等」という。）の改正又は廃止に伴

い，当該法令等の題名，条項又は用語

を引用する規定の整理（当該規定の整

理に合わせて行う字句の修正であっ

て，当該規定の趣旨を変更しない範囲

内においてするものを含む。）をする

ため，条例を改正し，又は廃止するこ

と。 

 

 

 

（提案理由） 

 市長の専決処分事項に新たな項目を追加するため，本案を提出する。 


